
主　催　　公益財団法人　全日本弓道連盟
主　管　　茨城県弓道連盟

１．審査日・会場・必着締切日

※【中央審査会】につきましては、全弓連ホームページの実施要項をご確認ください。

令和６年度　審査要項
令和6年3月10日

改定：令和6年3月21日

【中高生審査会】

令和6年5月5日(日) 県央 東日本技術研究所武道館

令和6年5月12日(日) 県北 日立市池の川さくらアリーナ武道館

令和6年5月12日(日) 県東 神栖市武道館

令和6年5月26日(日) 県南B 取手ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

令和6年6月16日(日) 県西 下妻一高＜＊１＞

令和6年6月30日(日) 県南A 土浦市立武道館

令和6年11月10日(日) 県東 神栖市武道館

令和6年11月17日(日) 県西 下妻一高＜＊１＞

令和6年12月1日(日) 県央 東日本技術研究所武道館

令和6年12月1日(日) 県南B 取手ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

令和6年12月8日(日) 県南A 土浦市立武道館

令和6年12月15日(日) 県北 日立市池の川さくらアリーナ武道館

＜＊１＞中高生審査会において、下妻一高にて受審する場合、公共交通機関をご利用ください。
　　　　 　当該審査会場は、駐車場に制限があるため、極力、自家用車での来場はご遠慮ください。

【一般審査会】

第１回
一般審査会

無指定・級位・初段・
弐段・参段・四段

令和6年5月31日(金) 令和6年6月30日(日)

第２回
一般審査会

無指定・級位・初段・
弐段・参段・四段

令和6年10月11日(金) 令和6年11月10日(日)

第３回
一般審査会

無指定・級位・初段・
弐段・参段・四段

令和6年12月27日(金) 令和7年1月26日(日)

【連合審査会】

茨城
連合審査会

五段 令和6年9月20日(金) 令和6年10月20日(日)

他地連主管の
連合審査会

五段 当該審査日の７５日前

【教職員審査会】 教職員審査会の参加資格は、後記２．（２）．C項をご参照

教職員審査会
無指定・級位・初段・

弐段
令和7年1月17日(金) 令和7年2月16日(日) 土浦市立武道館

土浦市武道館

取手ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

令和6年10月11日(金)

審査名称 審査種別
茨弓連

必着締切日
審査日

（合格者の認許日）

第２回
中高生審査会

無指定・級位
初段・弐段・参段

審査日
（合格者の認許日）

審査会場

東日本技術研究所武道館

審査日
（合格者の認許日）

審査会場

審査名称 審査種別
茨弓連

必着締切日

第１回
中高生審査会

無指定・級位
初段・弐段・参段

令和6年4月5日(金)

令和6年4月26日(金)

審査名称 審査種別

取手ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

審査名称 審査種別
茨弓連

必着締切日
審査日

（合格者の認許日）
審査会場

別掲
『令和６年度関東地域連合審査日程予定表』ご参照

審査会場

茨弓連
必着締切日

1 / 5 



２．審査要項

（１）準拠規程
審査は、全日本弓道連盟審査規程および内規並びに県内審査規程に準拠し実施します。

（２）受審資格
　　Ａ．公益財団法人 全日本弓道連盟の『ＩＤ番号』を取得している者。

　　B．現在の級位・段位の認許日から５ヶ月以上経過した者。

　　C．教職員審査会は、現在、学校及び教育委員会に在籍する教職員で、次の事項に該当する者。
（a）中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教職員。
（b）教育委員会の在籍は、教員身分の指導主事及び指導員で常勤している者。
（c）茨城県弓道連盟が主催する平成６年度学校指導者講習会に参加予定の者。

（３）審査方式
　　当地連が主管する審査会においては、原則参集方式による審査とします。
　　なお、新型インフルエンザ等感染拡大または拡大が予想される場合においては、弐段以下の受審に限り
　　ビデオ審査方式とする場合があります。

（４）学科試験
　　Ａ．『【別紙】令和６年度　学科試験問題』に基づき、手書きレポート提出とします。

　　B．学科試験答案用紙は、茨弓連ホームページからダウンロードの上、使用してください。
　　　　Ａ４版・白色用紙に両面印刷してご使用ください。

茨弓連ホームページ：  http://www.kyudo-ibaraki.jp/

　　C．レポートは、審査申込書、審査料とともに支部長・連絡員、各学校の弓道部顧問（以下責任者という）
　　　　に提出し、責任者は取りまとめの上、審査部事務局に申し込みをしてください。

（５）行射審査の服装等
　Ａ．無指定～四段：弓道衣

（a）中高生審査会においては、弓道衣ではなく、運動着等でも差し支えありません。
　　 また、弓道衣（筒袖、袴）の色についても特に指定いたしません。

　Ｂ．五段：和服（肌脱ぎ、襷さばき）
（a）学生の受審においては、弓道衣（筒袖、袴）の色は特に指定いたしません。

（b）坐射における襷さばきは、従来通り本座で行うほか、入場前に行っても構いません。
　　 なお、立射における襷さばきは行いません

（６）審査会場での受付等
　　Ａ．受審者の審査会場への入館は、３０名（６立）ごとを基本とします。

　　B．立順決定後、入館受付時間を責任者にメール配信で通知します。
　　　  なお、 指定時間以前の入館(入場)はできません。

　　Ｃ．審査会場近郊の受審者は、なるべく自宅で着替えを済ませてください。(更衣室の三密回避のため)

　　D．受審者は、審査役員の指示に従い移動し受審してください。
・入館→受付→控室→射場控→行射→控室→退館
・巻き藁の使用不可

　　Ｅ．審査日当日、自宅で検温し、平熱を超える発熱（おおむね３７度５分以上）ならびに体調不良者は
　　　　入館及び受審を控えてください。

（７）中高生審査会における留意事項
　　Ａ．学校ごとに、中体連・高体連の所属地区または学校近隣の審査会場で受審ください。

　　Ｂ．学校行事（修学旅行等）の都合で上記Ａ以外の審査会場で受審する場合は、必ず審査部事務局にメール
　　　　 にて事前連絡してください。
　　　　 なお、個人都合での審査会場の変更はできません。
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　　Ｃ．各審査会場は、２００名以下／１射場を基本とし、２００名を大幅に超えた場合、一部の学校に審査日・
　 　　 審査会場の変更をお願いすることがあります。

　　Ｄ．県西地区（下妻一高）での受審の場合、なるべく公共交通機関をご利用ください。
　 　　 当該審査会場は、駐車場に制限があるため、自家用車での来場はご遠慮ください。

　　E．参段を除く無指定・級位・初段・弐段の受審者は、取矢を行わなくても構いません。
　　　　なお、乙矢のさばき方（置き方）等は特に定めません。

（８）新型インフルエンザ等感染拡大の状況等により、本審査要項の記載内容を変更する場合があります。

３．審査申込時の注意事項

（１）受審者の会員登録
　　 審査申込にあたっては、申込期限を考慮して、事前に茨城県弓道連盟の会員登録を行ってください。

年度当初の会員登録は４月中、追加の登録会員は随時会員登録を行い、会費を納入してください。

（２）審査申込書作成上の注意事項
　　Ａ．氏名欄（2か所）は直筆により記載し、その他の項目はパソコン入力を可とします。

　　B．会員登録の氏名と審査申込書記載氏名が一致していることを確認してください。
　　　　なお、認許状に記載する漢字を審査申込書に記載ください。
　　 〔 例 ： 高橋＜＝＞髙橋、会沢＜＝＞會澤 等 〕

　　Ｃ．生年月日は、会員登録のものと審査申込書の記載が一致していることを確認ください。

　　Ｄ．支部長承認、学校責任者承認欄
　　　　審査会ごとに下表の記入内容を記載の上、承認印（私印可）を押印してください。
　　　　なお、審査申込書の当該欄に記入・押印のない場合は受理できません。

　　　
　　Ｅ．立射での申込

（a）審査申込書の受審者連絡欄に『立射』と朱書してください。
（b）中高生審査会の受審者並びに県連支部に所属して一般審査を受審する中高生においては、
　　『立射での審査受審の承認書』を作成し、学校顧問または支部長の承認（署名・押印）を得てください。
（c）審査申込後、諸事情により審査当日に立射を希望する場合は、審査受付に依頼してください。
　　また、中高生の場合は、あらかじめ『立射での審査受審の承認書』を作成の上、学校顧問または支部長
　  の承認を得て、審査受付に提出し、立射での受審を依頼してください。なお、緊急やむを得ない場合は
　　審査当日、審査受付に依頼してください。

　　Ｆ. 同じ弓を使用する場合の取り扱い
　　　 複数の受審者が同じ弓を使用する場合は、その旨を明記した書面（任意様式）を作成してください。

　　Ｇ．審査申込書に虚偽の記載があった場合は、審査の結果が無効となる場合があります。

（３）審査申込集計表
　　 責任者は、受審者を集計の上、『〔様式１〕 審査申込集計表』を作成し、審査料計算および振込金額との
　　 一致確認をお願いします。

審査申込集計表は、茨弓連ホームページのからダウンロードの上、使用してください。
茨弓連ホームページ：  http://www.kyudo-ibaraki.jp/

（４）審査料の納付
　　Ａ．責任者が一括して、審査会ごとに審査部の郵便振替口座に振込んでください。

口　座　名　義  　：　茨弓連審査部
郵便振替口座番号　：　００１８０－２－１９００３８

　　Ｂ．必ず、振替用紙の通信欄に、審査名称、審査会場、審査日、支部名／学校名等を明記してください｡

　　Ｃ．審査料
級位・段位 無指定 級位 初段 弐段 参段　 四段 五段

審査料 1,030 1,030 2,050 3,100 4,100 5,100 6,200

記入・押印　欄
学校責任者承認

支部長・学校長承認
学校名、顧問・部長名

支部名、支部長名

審査会
中高生審査会

一般審査会・連合審査会

記入内容
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（５）審査申込書等の送付
　　Ａ．責任者が一括して、審査会ごとに審査申込書の送付先に郵送してください。

　　Ｂ．送付資料
（ａ）審査申込集計表
（ｂ）審査申込書
（ｃ）学科試験レポート
（ｄ）立射での審査受審の承認書（中高生審査会のみ）
（ｅ）複数の受審者が同じ弓を使用する場合、その旨を明記した書面（様式任意）

（６）審査申込書の送付先
　　Ａ．中高生審査会（無指定～参段）

※　審査会場ごとに審査申込書の送付先が異なりますので、ご注意ください。

　　Ｂ．一般審査会（無指定～四段）
〒302-0105 　茨城県守谷市薬師台２－１０－７２
　　　　　　　　　　茨城県弓道連盟　審査部事務局　関口　信夫

TEL・FAX　：　0297-46-2420
E-mail    ：　ibakyuren.shinsabu2024@gmail.com

　　Ｃ．連合審査会・中央審査会・他地連主管の審査会
〒302-0004　茨城県取手市取手２－１５－２５　コルサム取手Ⅲフォートヒル５０９
　　　　　　　　　　茨城県弓道連盟　審査部事務局　菊地　俊和

TEL    ：　090-3915-4855
E-mail    ：　ibakyuren.shinsabu2024@gmail.com

　　D．教職員審査会（無指定～弐段）
〒309-1736 　茨城県笠間市八雲１－６－３
　　　　　　　　　　茨城県弓道連盟　審査部事務局　和栗　淳

TEL　　：　080-5131-1967
E-mail ：　ibaraki.kyudo.shinsabu@gmail.com

〒313-0049 　茨城県常陸太田市天神林町１２２５－１２３
県北 日立市池の川さくらアリーナ 　　　　　　　　　　茨城県弓道連盟　審査部事務局　森實 裕人

弓道場 TEL　　：　090-7253-5577
E-mail ：　ibaraki.kyudo.shinsabu@gmail.com

〒308-0102 　茨城県筑西市黒子２００
県西 下妻一高弓道場 　　　　　　　　　　茨城県弓道連盟　審査部事務局　柴 智博

TEL　　：　090-2331-9452
E-mail ：　ibaraki.kyudo.shinsabu@gmail.com

〒309-1736 　茨城県笠間市八雲１－６－３
県央 東日本技術研究所武道館弓道場 　　　　　　　　　　茨城県弓道連盟　審査部事務局　和栗　淳

TEL　　：　080-5131-1967
E-mail ：　ibaraki.kyudo.shinsabu@gmail.com

〒311-3827 　茨城県行方市石神１５７０
県東 神栖市武道館弓道場 　　　　　　　　　　茨城県弓道連盟　審査部事務局　山野 貴広

TEL　　：　090-5499-0374
E-mail ：　ibaraki.kyudo.shinsabu@gmail.com

〒305-0044 　茨城県 つくば市並木４－８－１７
県南A 土浦市武道館弓道場 　　　　　　　　　　茨城県弓道連盟　審査部事務局　高木 美穂

TEL　　：　090-1884-7803
E-mail ：　ibaraki.kyudo.shinsabu@gmail.com

〒302-0105 　茨城県守谷市薬師台２－１０－７２
県南B 取手ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ弓道場 　　　　　　　　　　茨城県弓道連盟　審査部事務局　関口　信夫

TEL・FAX　：　0297-46-2420
E-mail ：　ibaraki.kyudo.shinsabu@gmail.com

審査会場 送付先
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（７）審査申込期限
　　Ａ．中高生審査（無指定～参段）

各審査会の最も早い審査日の３０日前までに必着
　　　　※第１回審査会は、二分割していますのでご注意ください。

　　Ｂ．一般審査（無指定～四段）、茨城連合審査
　　　　審査会ごとに審査日の３０日前までに必着

　　Ｃ．中央審査（定期・臨時・教員特別・学生特別）、他地連主管の連合審査、他地連主管の地方審査
審査会ごとに審査日の９０日前から７５日前までに必着
ただし、外部の要因などにより申込期限を遵守できないと判断した場合は別途連絡します。

　　Ｄ．申込期限を過ぎた審査申込みは、いかなる理由でも一切受け付けませんのでご注意ください。
なお、審査料につきましても戻入いたしませんので重ねてご留意ください。

４．合格発表・登録料納付等

（１）合格発表は、受審後３日を目安に、責任者宛にメールにて通知します。

（２）合格発表後、支部、学校ごとにまとめて、登録料・県連納付金を審査部の郵便振替口座に振込んでください。

級位・段位 級位 初段 弐段 参段　 四段 五段
登録料 1,030 3,100 4,100 5,100 6,200 10,300

県連納付金 － － － － － 5,000
合計 1,030 3,100 4,100 5,100 6,200 15,300

級位・段位 六段 七段 八段 錬士 教士
登録料 30,900 51,000 72,000 41,000 62,000

県連納付金 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
合計 40,900 61,000 82,000 51,000 72,000

 口　座　名　義 　：　茨弓連審査部
郵便振替口座番号　：　００１８０－２－１９００３８

（３）合格発表後、支部、学校ごとにまとめて認許状を発送いたしますが、外字氏名の方につきましては、各支部・
学校にて揮毫願います。

５．映像の取り扱い

（１）個人が撮影した画像・動画などのSNSやインターネットへの配信等については、撮影者において、被写体と
　　 なる方の同意を得るなどして、個人情報や肖像権侵害等の問題を生じないよう、十分に配慮してください。

（２）権利侵害の可能性や疑問が残る場合には、他者の権利を尊重して、撮影・配信等を中止してください。

６．個人情報の利用

審査申込書の提出により、記載された個人情報は以下①～②の取り扱いの承諾を得たものとします。
ただし、②に関しては、本人より不同意の申し出があった場合は、公開を停止します。

①審査遂行に必要な関係資料への記載
（氏名、所属地連・支部、既得の段位および認許年月、その他特記事項）

②審査結果報告として、支部長等宛文書および茨城県弓道連盟のホームページ、『月刊弓道』への掲載
（氏名、所属地連・支部、既得の段位）

７．その他

審査会における観覧等は、審査会場のルールに従ってください。

以上

5 / 5 


